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福生市教育委員会は、契約業者と連携し、市内の小・中学校の子どもたちに貸与した iPad

の通信状況や閲覧履歴等を把握しています。過度な利用等がある場合には、下のように学

校から該当の子どもや保護者に連絡することになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 生 市 教 育 委 員 会 

学校は、該当の子どもに使用
状況を確認し、健康に悪影響
のない使用の仕方について指
導します。 

市役所は、端末番号を基
に該当する子どもを特定
し、学校に指導を依頼し
ます。 

フィルタリング会社 

通信会社 

２ 心配な使い方 

（命や犯罪にかかわる等） 

１ 過度な利用 

学校では 

□SNS学校ルールに基づいた 

利用の見直し 

□セーフティ教室等での指導 

・ネット依存の予防 

・情報モラルの向上 

御家庭では 

□iPadの利用時間 

□iPadを使用する時刻 

□使い終わった後の置き場所等 

「SNS東京ノート」も参考に 

してください。右の QRコード 

から関係サイトに入れます。 

iPadを正しく使うことが

できるよう、左のことに

ついて、学校と共に御家

庭でも使い方について話

し合うことが大切です。 

子どもたちの端末の利用状況は、通信会社から毎月、教育委
員会に報告されます。また、インターネットの使用状況につ
いてはフィルタリング会社が 24時間体制で見守っています。 

子どもたちが安心・安全に iPad を使用できる体制を築いています！ 

※緊急性のある場合は、学校が直接 

保護者に連絡することもあります。 

お問い合わせ先  福生市教育委員会教育部教育指導課  TEL：042-551-1538 

 


